


補助対象用品 設置要件 

① 折 り 畳 み 型
ごみボックス 

⑴ 原則としてごみステーション１か所当たり２基までとする。ただ
し、市⾧が必要と認める場合は、この限りでない。 

⑵ 側溝の上に置く場合は蓋をすること。 

⑶ 歩行者や自動車の通行の支障とならない場所であること（電柱等
の脇で歩行者、自動車から遮蔽できる場所であること）。 

⑷ 夜間における視認性確保のため、反射材を取付けること。 

⑸ 強風等で移動しないよう対策を講じること。  

⑹ 個人又は法人が所有する敷地内に設置する場合は、了承を得るこ
と。 

 

② 箱 型 ご み ボ
ックス 

⑴ 原則としてごみステーション１か所当たり２基までとする。ただ
し、市⾧が必要と認める場合は、この限りでない。 

⑵ 強風等で移動しないよう対策を講じること。  

⑶ 個人又は法人が所有する敷地内に了承を得て設置すること。 

 

③ 非 箱 状 ご み
散乱防止用品 

⑴ 原則としてごみステーション１か所当たり２基までとする。ただ
し、市⾧が必要と認める場合は、この限りでない。 

⑵ 側溝の上に置く場合は蓋をすること。 

⑶ 歩行者や自動車の通行の支障とならないよう対策を講じること。 

⑷ 強風等で移動しないよう対策を講じること。  

⑸ 個人又は法人が所有する敷地内に設置する場合は、了承を得るこ
と。 

 

④ ご み ス テ ー
シ ョ ン 整 備 用
品 

⑴ 他の補助対象用品と同時に設置する場合のみ補助対象とする。 

⑵ 歩行者や自動車の通行の支障とならないよう対策を講じること。 

⑶ 個人又は法人が所有する敷地内に設置する場合は了承を得るこ
と。 

 



 

図１-１　車道（側溝あり）に設置する場合

ごみボックス（折りたたみ式）
※車道部分にはみ出さないように設置してください。

図１-２　車道（側溝なし）に設置する場合

図２　歩道に設置する場合
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植樹帯等がある部分から、はみ出さないようにしてください。

電柱等の付近に設置するようにしてください。

車道部分
おおむね幅員４ｍ以上

電柱等がある部分からはみ出さないように
おおむね４ｍ以上の幅員を確保してください。
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